
令和８年 ６月 ２日 

 

保護者の皆さまへ 

（土砂災害警戒区域や洪水等による 

浸水想定区域に所在するキッズクラブを御利用の方） 

こども青少年局 

放課後児童育成課 

 

【訂正】非常災害時（風水害等）における放課後キッズクラブでの対応について（通知） 

 

日ごろから、本市の放課後児童健全育成事業に御協力いただき、誠にありがとうございま

す。 

先日、運営法人を通じて、令和８年５月 29日から新たな防災気象情報の運用が開始され

るに伴い、その基本的な考え方を改めて整理しましたが、児童の安全性を優先し、レベル４

危険警報（休校相当）となった場合には、放課後キッズクラブは閉所するよう運用を変更い

たします。 

保護者の皆様には、再度のお知らせとなり、混乱させてしまいまして大変申し訳ございま

せん。 

 当該方針を踏まえ、各放課後キッズクラブの運営法人が安全行動をとりますので、御理

解・御協力くださいますようお願いします。 

 

１ 新たな防災気象情報に基づく警報が発令された場合について 

 レベル４危険警報が発表された場合の対応を追加します。 

 

 

特別警報 

レベル４危険警報 

（休校相当） 

暴風・大雪・暴風雪警報及び

降灰予報 

その他警報 

・注意報以下 

避難情報あり 
〇緊急安全確保 

〇避難指示 

〇高齢者等避難 

のいずれか 

閉 所 
当該小学校の 

対応に準拠 

ただし、既に来所児童がいる場合は避難行動をとります。 

避難情報なし 

閉 所 

ただし、既に来所児

童がいる場合は避難

行動をとります。 

原則、利用区分２のみ 

受入れ 
原則、開所 

※１ 避難情報については、横浜市防災情報ポータルで確認することができます。 

横浜市 防災情報ポータル URL： https://bousai.city.yokohama.lg.jp/ 

 

https://bousai.city.yokohama.lg.jp/


 ＜参考＞新たな防災気象情報の警戒レベル（横浜地方気象台より） 

   
 

２ 公共交通機関の計画運休について 【変更なし】 

（１） 公共交通機関の計画運休が発表された場合※２ 

原則として、利用区分２のみの受入れとします。ただし、児童の安全を考慮し、法人 

の判断で、来所の自粛やお迎えを要請することがあります。 

なお、上記と同様避難情報が出た場合には、児童受入れ前においては閉所とし、既に児

童が来所している場合には、避難行動をとります。 

 

（２） 交通機関の計画運休等に伴い、職員の配置が困難な場合の対応 【変更なし】 

気象警報等が発令されていない場合であっても、当日中に特別警報の発令が想定され 

ている状況において、公共交通機関の計画運休や交通状況により、事前に把握している利

用児童数に合わせた条例基準の職員配置が困難な場合には、閉所する場合があります。 

 

※２ 「公共交通機関の計画運休の予定が発表された場合」とは、市内鉄道会社（JR

線・東急線・みなとみらい線・京急線・相鉄線・市営地下鉄線・横浜シーサイドライン）

の計画運休が判明した場合とします。 

 

３ 放課後キッズクラブ内において停電による断水等が発生している場合の対応【変更なし】 

 気象警報等の解除後の運営の再開にあたっては、職員の安全、施設の被害状況や周辺状況 

を確認し、安全に保育できる環境を確認します。ただし、停電による断水や床上浸水、施設 

の破損等により、児童の安全を確保することが困難な場合は、閉所することとします。  

 

 

 

 

担当：横浜市こども青少年局放課後児童育成課 

 TEL：045-671-4068 FAX：045-663-1926 


